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　攻撃の手段として化学剤、生物剤、核物質が用いられた場合には、皮膚の露出
を極力抑えるために、手袋、帽子、ゴーグル、雨ガッパ等を着用するとともに、
マスクや折りたたんだハンカチ・タオル等を口及び鼻にあてて避難することが
必要となる場合がありますので、これらについても備えておくことが大切です。

　国民保護法に基づき、国や地方公共団体などは避難や救援などの国民保護に
関する訓練を実施しております。みなさんに、この冊子を十分に活用していただ
くとともに、訓練に参加いただくことにより、武力攻撃やテロなどにおける避難
などについて、より理解を深めることができるものと考えております。
 今後とも国民保護についてより一層のご理解をいただけますよう、よろしく
お願い申し上げます。

　訓練についてはこちらをご覧ください。
　国民保護ポータルサイト　http://www.kokuminhogo.go.jp
　裏表紙のQRコードをご利用ください。

（2）  訓練への参加など
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